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（事例7）　電気機械器具製造業
　　　　　　 ‒ これまでのパトロールで未発見の危険の芽を抽出 !‒

1　規模

     347 名 ( 全社 347 名 )

2　リスクアセスメント等実施体制

3　リスクアセスメント等導入時期

  　平成 18 年 7 月

4　リスクアセスメント等導入のきっかけ

　　 従来の安全パトロールにおける不安全箇所の指摘～改善では、単に指摘の

　改善で終わってしまいますが、リスクアセスメントを導入すれば、不安全箇

　所の予知的抽出～改善により先行的な安全環境保持が実現できるため。

5　「危険性又は有害性の特定」で成功した事例

　　資料 No7-1 をご参照下さい。

6　 「リスクの見積り」で成功した事例又は苦労 ( 失敗 ) した事例

　　資料 No7-1 をご参照下さい。

7　「リスクアセスメント実施状況の記録と見直し」で成功した事例又は苦労

　( 失敗 ) した事例

　　資料 No7-1 をご参照下さい。

8　リスクアセスメントの効果

 (1)　1 回／月の安全衛生委員会パトロールで発見されなかったリスクが抽出

　　され、不安全箇所における事故の未然防止に効果が大でした。

 (2)　リスクの抽出作業と改善対策の実施にて、全部署のリスクレベルが軽減

　  されました。

実施体制 役職等

統括管理 取締役社長 ( 総括安全衛生管理者 )

実施管理 常務取締役管理部長 ( 安全衛生委員長、安全管理者 )

作業指揮 各部署長、各安全衛生委員
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